
❶ 避難準備情報❷ 避難勧告

　市では、今後発生の可能性が高まりつつある土砂災害に対し、適切に避難ができるよう、よ
り具体的な避難勧告などの基準を定めました。急激な大雨により災害の危険性がある場合には、
「空振りを恐れず、早めの避難」をキーワードに、今までより早い段階で避難情報を発表します。
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避難情報が発表されたら…

●大雨警報（土砂災害）が発表された場合
●大雨注意報が発表され、夜間から翌日早朝
に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能
性が言及されている場合

【避難準備情報が発令されたら】
●気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必
要について考え準備をする
　（避難勧告が出ていなくても、必要と判断
される場合は、避難する）
●（災害時）要配慮者は、立ち退き避難する
　
※要配慮者…高齢者や障がい者など自力での
避難が困難であり介助などを必要とする方

●土砂災害警戒情報が発表された場
合
●土砂災害の前兆現象（湧き水・地
下水の濁り、渓流の水量の変化な
ど）が発見された場合

【避難勧告が発令されたら】
●指示に従い、避難所や安全な場所
へ速やかに避難する
　ただし、立ち退き避難によりかえ
って危険が及ぶ恐れがある場合は
屋内での安全確保を行う

避難情報は段階的に発表
されるものです。早めの
準備が大切ですよ！

立ち退き避難
避難所や知人宅など、安全な場所への避難

土砂災害危険箇所やその付近の
崖地付近などにお住まいの方

屋内退避
外出を控え、屋内にとどまる

崖地などから遠く離れている場所に
お住まいの方

行う

防災ラジオをお持ちの方で
「電波の受信状況が悪い」、
「使用方法が分からない」など
ご不明な点などは、ご連絡ください。
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